
令和７年12月24日(水)
＠宮崎県庁 防災庁舎７階 防71・72号室 

14:00～15:30 第１部

オンライン化に関する説明会

15:30～16:30 第２部

個別相談会（NPO法人の申請・届出・運営に関すること）

宮崎県生活・協働・男女参画課

みやざきNPO・協働支援センター
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１ NPO法人の申請・届出等手続のオンライン化概要
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１  NPO法人の申請・届出等手続のオンライン化概要

NPO法人ポータルサイト（ウェブ報告システム）の概要

NPO法人の設立から、事業報告、定款・役員変更等、各種申請をオンラインで行える、NPO法人の
ためのオンラインサイトです。
  NPO法人が行う各種手続（設立認証申請、役員の変更等届出、定款変更認証申請など）のオンライン
化のため、内閣府が管理運用する 「ＮＰＯ法人ポータルサイト」 を利用し、これまで所轄庁に書面で
提出していた申請・届出等について、ウェブサイトを通じてオンラインで提出することが可能となり
ました。

NPO法人ポータルサイトの機能

①アカウント管理
②申請・届出等書類の作成・提出
③申請・届出等書類の参照
④問い合わせ機能

権限移譲先所轄庁の対応について
（本システムの導入状況）

導入済：宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、
日向市、串間市、西都市、えびの市、高原町

未導入：高鍋町、新富町、川南町

※導入済の自治体の中には一部機能を実装して
   いない権限移譲所轄庁もあります。 4



１  NPO法人の申請・届出等手続のオンライン化概要

オンライン化によりできること

○ ＮＰＯ法人の事務所等から、事業報告書の提出、定款変更や役員変更の届出等の手続きが行える。

⇒ ・設立の認証申請 ・事業報告書の提出 ・役員変更の届出 ・定款の変更 ・解散の届出 等

○ 活動計算書などの財務諸表の自動計算が可能となる。

○ CSVファイルを利用して、効率よく財務諸表を作成することができる。

○ 申請・届出等を行った情報がシステムに保存され、履歴の管理が行える。
この機能により、事業報告書等の提出や役員変更等の際に、前年度や変更前の書類を確認しながら、

 新たな書類の作成が行える。

○ 支援者（行政書士・中間支援団体）にシステムの利用アカウントを付与することで、申請・届出等の
  手続の支援を効率的に受けることができる。

○ NPO法人を検索して検索結果を表示し、NPO法人
の詳細情報を閲覧したり、NPO法人情報（行政入力

   情報、法人入力情報）のダウンロードができる。

○ 「法人入力情報」欄を活用して、NPO法第２８条
   の２に係る貸借対照表の公告場所として利用できる。
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１  NPO法人の申請・届出等手続のオンライン化概要
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2 システムの利用方法
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２ システムの利用方法

利用にあたって

● これから新規にNPO法人を設立したい方
→ アカウント登録を行い、法人設立の申請を行います。

●既にNPO 法人を設立しており、NPO法人ポータルサイトを利用したい方
→アカウント登録を行い、アカウントに紐づける法人情報の利用申請を行います。
（今回は、このタイプについて説明します。）

● 旧システムでアカウントを登録済み・管理者登録の方
→ 旧システムのアカウントでログインし、不足している情報の追加登録を行うことで、

NPO法人ポータルサイトを利用できます。
※ 旧システムとは、２０２３年２月２８日までの本システム

● 法人・個人事業主向け共通認証システム（G ビズ ID）利用者で、法人の登記手続き
を終えた方

→  G ビズ ID を利用することで、作業法人を選択するだけでNPO法人ポータルサイト
を利用できます。
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２ システムの利用方法

利用にあたって

○ 手順① 内閣府NPOホームページにアクセスする
○ 手順② 下図の [法人ログイン] をクリックする

内閣府NPOホームページ

https://www.npo-homepage.go.jp/

ここをクリック
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２ システムの利用方法

利用にあたって（1.アカウント登録）

○ 手順③ 法人アカウントの新規登録

下図で示した画面から、法人アカウントの新規登録を行います。

ここから
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２ システムの利用方法

利用にあたって（1.アカウント登録）

○ 手順④ アカウント情報を入力

・新規アカウントの登録についての説明画面を確認し、利用規約に同意する。
・その後、アカウント新規登録画面からアカウント情報を入力する。

  ※注意点①
アカウントIDとパスワードは、忘れないように必ず保管してください。

  ※注意点②
メールアドレスの登録が必須になります。
メールアドレスには、以下の情報が届きます。
日頃から使用する、連絡の取れるメールアドレスの登録を行います。
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２ システムの利用方法

利用にあたって（1.アカウント登録）

※注意点③
ログインの際、二段階認証方式をとっており、
「ワンタイムパスログイン」or「マトリクス」どちらかの認証方式を選択します。
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２ システムの利用方法

利用にあたって（1.アカウント登録）
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登録したアカウントに紐づける法人

 の利用申請を行います。

※法人と紐づけられるアカウントは、管理者と

 なる１アカウントのみ。それ以外の方は、管理

   者にアカウント作成していただいてください。

   ログイン方法についての説明動画（研修資料

P42）、1.3「NPO法人管理者ユーザーによる

   アカウント作成」参照。

・[法人利用申請]ボタンをクリック

・法人利用申請画面が表示される

・[法人検索]ボタンをクリック

・法人検索画面に遷移

利用にあたって（2.法人利用申請）

２ システムの利用方法
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利用にあたって（2.法人利用申請）

２ システムの利用方法
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利用にあたって（2.法人利用申請）

２ システムの利用方法
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利用にあたって（2.法人利用申請）

２ システムの利用方法

17



２ システムの利用方法

NPO法人ポータルサイト（マイメニュー）に、「法人
入力情報」欄があります。是非、ご活用ください。

利用にあたって（2.法人利用申請） 利用にあたって（3.手続開始）
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３ 事業報告書のオンライン申請での提出方法
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３ 事業報告書のオンライン申請での提出方法
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総合政策部 生活・協働・男女参画課 協働推進担当 20

３ 事業報告書のオンライン申請での提出方法
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３ 事業報告書のオンライン申請での提出方法
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３ 事業報告書のオンライン申請での提出方法
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３ 事業報告書のオンライン申請での提出方法
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３ 事業報告書のオンライン申請での提出方法
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３ 事業報告書のオンライン申請での提出方法
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３ 事業報告書のオンライン申請での提出方法
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３ 事業報告書のオンライン申請での提出方法

「Web入力」ではなく「ファイル提出」の方法を選択した場合、PDF形式のファイルを添付します。

「別送」は本手続きの外部（郵送、メール、窓口など）でのやりとりが必要な場合に「チェック 」を

入れてください。
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３ 事業報告書のオンライン申請での提出方法
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３ 事業報告書のオンライン申請での提出方法
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３ 事業報告書のオンライン申請での提出方法
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３ 事業報告書のオンライン申請での提出方法
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３ 事業報告書のオンライン申請での提出方法
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３ 事業報告書のオンライン申請での提出方法
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４ 役員変更届のオンライン申請での提出方法
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４ 役員変更届のオンライン申請での提出方法

36



４ 役員変更届のオンライン申請での提出方法
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４ 役員変更届のオンライン申請での提出方法
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４ 役員変更届のオンライン申請での提出方法
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４ 役員変更届のオンライン申請での提出方法
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5 おわりに
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5 おわりに

参考URLのご紹介

ウェブ報告システムについての説明動画や利用マニュアル等は、以下の
ホームページに掲載されています！ ウェブ報告システムに関するお問
い合わせは、サポートデスクのフリーダイヤル番号にお掛けください。

◆ 内閣府NPOホームページ

https://www.npo-homepage.go.jp/

サポートデスク フリーダイヤル番号 0800-170-6451

対応時間（平日9:30-11:59 , 13:00-18:00）

◆ 宮崎県のNPO情報サイト （宮崎県ホームページ）

…手引きや県への申請様式等のダウンロードはこちらから

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/npo-joho/index.html

◆ 【NPO法人の皆様へ】ウェブ報告システムについて （宮崎県ホームページ）

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/npo-joho/web-houkoku.html
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5 おわりに

説明動画や、マニュアルも
活用し、ぜひオンライン申請
を利用してみてください！

「法人ログイン」ボタンを押して、画面遷移すると、「ログインできな
い方はこちら」が出てきますので、ログイン方法等に関する説明動画を
ご参照ください。

「新規ユーザ登録」ボタンを押して、画面遷移すると、「登録までの流
れ」が出てきます。システムの詳細については、マニュアルをご参照く
ださい。

43



5 おわりに

研修の受講 ありがとうございました。

認定（特例認定）NPO法人制度

認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すため、平成13年度に租税特別措置法上に設けられた税制優遇措

置のための制度です。従来は、国税庁において認定をしていましたが、NPO法改正により、平成24年4月1日から

都道府県で認定を行う新たな認定制度として創設され、実施されています。

認定制度及び特例認定制度については、県にお問合せください。（電話：0985-26-7048）

NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために設けられた措置で、
NPO法人のうち、一定の要件を満たすものについて、宮崎県が認定を行います。

メリット

個人又は企業が認定・特例認定 NPO法人に寄附した
場合、寄附した個人又は企業が税控除を受けられるな
ど、寄附者に対する税制上のメリットがあります。

義務

NPO法人としての各種書類
に加えて、役員報酬規程等
の各種書類の提出義務が生
じます。

申請可能な法人

認定……設立後１年を経過したすべてのNPO法人

特例認定……法人設立後１年を経過し、かつ５年以内のNPO法人

認定・特例認定NPO法人って？
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